
今
後
の
国
政
の
在
り
方
を
方
向

づ
け
る
う
え
で
、
重
要
な
意
義
を

持
つ
も
の
で
す
。
大
切
な
一
票
、

み
ん
な
そ
ろ
っ
て
投
票
し
ま
し
ょ

う
。

投
票
時
間

午
前
７
時
～
午
後
８
時

熊
野
町
で
投
票
で
き
る
人

昭
和
56
年
７
月
30
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
人
で
、
平
成
13
年
４
月
11

日
ま
で
に
住
民
登
録
が
し
て
あ
り
、

引
き
続
き
町
内
に
住
ん
で
い
る
人
。

町
内
転
居

平
成
13
年
７
月
４
日
以
降
に
町

内
転
居
し
た
人
は
、
前
住
所
の
投

票
所
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

参
議
院
議
員
の
選
挙
は
、
比
例

代
表
選
出
議
員
選
挙
と
選
挙
区
選

出
議
員
選
挙
の
２
つ
の
投
票
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
今
回
か

ら
参
議
院
比
例
代
表
選
挙
は
有
権

者
が
候
補
者
名

●

●

●

●

ま
た
は
政
党
名

●

●

●

の

い
ず
れ
か
を
記
載
し
て
投
票
す
る

非
拘
束
名
簿
式
と
な
り
ま
し
た
。

選
挙
区
選
出
議
員
選
挙

広
島
県
全
域
が
一
つ
の
選
挙
区

と
な
っ
て
お
り
、
広
島
県
選
出
議

員
選
挙
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
今

回
の
改
選
数
は
２
人
で
す
。

不
在
者
投
票
に
つ
い
て

期

間
７
月
12
日

～
28
日

時

間
午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

場

所
役
場
２
階
情
報
コ
ー
ナ
ー

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

入
場
券
（
届
い
て
い
る
場
合
）

※
入
場
券
は
で
き
る
だ
け
皆
さ
ん

の
お
手
元
に
届
く
よ
う
に
郵
便
局

と
連
絡
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
選

挙
管
理
委
員
会
に
返
送
さ
れ
る
も

の
も
か
な
り
あ
り
ま
す
。
も
し
、

選
挙
権
が
あ
る
の
に
入
場
券
が
届

か
な
い
場
合
や
紛
失
し
た
場
合
は
、

投
票
日
に
直
接
投
票
所
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

熊
野
町
選
挙
管
理
委
員
会

℡
855
―
０
１
３
９

み
ん
な
そ
ろ
っ
て
、
明
る
い
選
挙

７
月
29
日

は
、
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投
票
日
で
す

投票所名 区 域 投 票 場 所

第１投票所 呉地 呉地公会堂

第２投票所 出来庭 出来庭老人会館

第３投票所 中溝 第一小学校体育館

第４投票所 萩原 萩原老人集会所

第５投票所 城之堀 城之堀老人集会所

第６投票所 初神・新宮 東公民館

第７投票所 平谷・貴船・柿迫 西公民館

第８投票所 川角・石神・神田・東山 第三小学校体育館

〈投 票 所〉



日
常
生
活
圏
の
範
囲
に
つ
い
て
、

前
回
で
は
通
勤
・
通
学
先
の
状
況

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

今
回
は
、
商
圏
、
医
療
圏
の
状
況

及
び
制
度
の
比
較
と
し
て
、
市
制

と
町
制
の
主
な
相
違
点
等
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

ま
ず
商
圏
に
つ
い
て
で
す
が
、

商
圏
と
は
、
買
物
に
行
く
範
囲
の

こ
と
で
、
買
回
品
（
衣
料
品
、
家

具
、
電
気
器
具
、
玩
具
、
書
籍
等
）

と
最
寄
品
（
日
用
品
、
食
料
品
等
）

に
分
け
ら
れ
ま
す
。

本
町
で
は
、
表
１
の
と
お
り
買

回
品
に
つ
い
て
は
、
町
内
が
40
％

強
と
最
も
多
く
、
次
い
で
広
島
市

約
24
％
、
呉
市
、
坂
町
と
な
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
最
寄
品
に
つ
い

て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
町
内
で
消
費

さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
医
療
圏
に
つ
い
て
で
す
が
、

表
２
の
と
お
り
通
院
と
入
院
の
状

況
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
通
院
、
入

院
と
も
に
最
も
多
い
の
が
広
島
市

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
通
院
で
は

呉
市
、
府
中
町
と
な
っ
て
い
る
の

に
対
し
、
入
院
で
は
坂
町
、
呉
市

の
順
と
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
市
制
と
町
制
の
主
な
相

違
点
等
に
つ
い
て
は
、
表
３
の
と

お
り
で
す
。

こ
の
中
で
は
、
福
祉
事
務
所
の

設
置
が
最
も
大
き
な
相
違
点
と
な

り
ま
す
。

（
企
画
課
）

シ
リ
ー
ズ

市
町
村
合
併
④

表２ 医療圏の状況 表１ 商圏の状況

通 院 入 院 買 回 品 最 寄 品

依存率１位 広島市：21.4％ 広島市：40.8％ 熊 野 町 唄渦窺臼％ 厩臼窺蔚％

依存率２位 呉 市：10.2％ 坂 町：19.9％ 依存率１位 広島市：24.3％ 呉 市： 2.2％

依存率３位 府中町： 3.7％ 呉 市：16.5％ 依存率２位 呉 市： 8.9％ 広島市： 1.3％

依存率３位 坂 町： 5.7％ 坂 町： 0.9％広島県患者調査報告書

（平成７年10月18日調査）
平成９年度広島県商圏調査結果報告

表３ 市制と町制の主な相違点

項 目 市 制 町 制

福

祉

福祉事務所の設置 必置 任意

社会福祉主事の設置 必置 同上

生活保護の決定及び実施 義務
社会福祉事務所が設置されて
いない場合、県の福祉事務所
で対応

助産施設及び母子生活支援施設
への入所措置

義務 同上

母子家庭及び寡婦の福祉に関す
る相談等

義務 同上

知的障害者の援護の実施や福祉
に関する相談等

義務 同上

児童扶養手当の支給 義務 同上

障害児福祉手当及び特別障害者
手当の支給

義務 同上

教

育

社会教育主事の設置 市の教育委員会に必置
人口１万未満～当分の間設置
しなくて良い（本則は必置）

史蹟名勝天然記念物の軽微な現
状変更等の許可等

市の教育委員会で対応 県の教育委員会で対応

商

工

小売市場の許可 県知事が行う許可に伴う協議 ―

商店街振興組合の設立 設立できる 設立不可

商工会議所の設立 設立できる 設立不可（商工会を設立）

道

路

一般国道（指定区間外）及び県
道の管理

県から市への移譲が可能 ―

自動車の臨時運行の許可 市で対応 政令で定める町村で対応


